
第１回横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者選定委員会 議事録 
日時 平成 30 年 12 月 25 日（火）午後２時～午後３時 
開催場所 青葉区役所 301 会議室 
出席者 
 
 
 
 

【選定委員】 

北島康子委員、清水雅子委員、中野しずよ委員、山田秀樹委員、横山順一委員    

【事務局】 

近野真一（青葉区福祉保健センター担当部長）、滝本潔（青葉区福祉保健課長）、阪柳

雅也（青葉区福祉保健課事業企画担当係長）、小池由季（青葉区福祉保健課事業企画

担当）、山口慎太郎（青葉区福祉保健課事業企画担当） 

開催形態 公開（傍聴者なし） 
議題 
 
 
 
 
 

（１） 会議の公開・非公開について 
（２） 横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者申請要項（案）について 

（３）  横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者の選定方法及び最低基準（案）に 

ついて 

（４） 申請法人に対するヒアリングの実施について 

（５） 第２回選定委員会の日程について 

決定事項 
 
 
 
 
 
 
 

１ 委員の互選により、委員長に横山委員が選任された。 

  委員長の指名により、委員長職務代理者に山田委員が選任された。 

２ 会議の公開・非公開について、次のとおりとした。 

「指定管理者の選定に関する審査及び指定候補者の選定」については、非公開とす

ることとした。 

３ 横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者申請要項（案）について 

  申請要項については、事務局案のとおりとする。 

４ 横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者の選定方法及び最低基準（案）につい 
て「選定委員会の定める最低基準」を、「委員全員の評価項目の合計点の 60％」 

とすることを確認した。 
５ 申請法人に対するヒアリングの実施について 

  ヒアリングの実施方法については、事務局案のとおりとする。 

６ 第２回選定委員会の日程 

平成 31 年４月上旬～中旬の間で日程調整することで決定。 

議事 １ 開会 

２ 委員紹介及び事務局紹介 

３ 指定管理者の選定及び選定委員会について 

４ 委員長の選出・委員長職務代理者の指名 

５ 議事 

（１）会議の公開・非公開について 

（２）横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者申請要項（案）について 

（３）横浜市青葉区福祉保健活動拠点指定管理者の選定方法及び最低基準（案）につ 

いて 

（４）申請法人に対するヒアリングの実施について 

（５）第２回選定委員会の日程について 

 

＜意見・質疑応答等＞ 

（委員） 会議は公開としているが、傍聴希望者はどこで会議の開催を知ることがで

きるのか。 
（事務局）区の掲示版やホームページに 1 週間程度前に日時等を掲載します。 
（委員） 非公募でありながら、申請要項等をホームページに公開することになるの



か。 
（事務局）公募をしないだけで、手続きは公募と同じように行うことになる。 
（委員） 他の法人が応募してきた際は、選定外ということか。 
（事務局）そのとおり。 
（委員） ボランティアの育成という役割があるが、区社協の事業計画と福祉保健活

動拠点の事業計画が明確にできていたら良い。 
（委員） 第３期の指定管理運営で何か問題はあるのか。 
（事務局）特に問題はない。なお、第４期は賃金スライドなど人件費の部分で、市が

対応することで変更する予定。 
（委員） 何か問題があれば、利用者から声が上がっていて、拠点でも対応してきて

いるのではないか。 
（委員） 施設の老朽化に対して、どのように対応しているのか。 
（事務局）修繕については、修繕費を委託費として渡しており、不足が発生したら必

要に応じて追加で経費を渡している。 
（委員） 申請法人の質問事項は公開されるのか。 
（事務局）区ホームページで公開される。 
（委員） 選定委員で定める最低基準とは何か。 
（事務局）評価項目の合計点に対して、全委員の合計点が 60％を最低基準としてい

る。なお、第３期は各委員の合計点数が 60％以上で、かつ各大項目にお

いて 40％以上の得点を得た場合のみ選定していた。 
（委員） 非公募でもあるので、今回は 60％の設定のみで良いのではないか。 
（委員一同）了承。 
（委員） 法人の申請書類は、委員にいつ配られるのか。 
（事務局）申請書類受付期間締め切り後、速やかにお送りします。 
（事務局）第２回選定委員会の日程は、改めて日程調整表を送付し調整する。 
     ４月上旬～中旬を予定。 
     なお、現場見学会は実施する予定はありませんが、現場見学を希望され 

る場合は、事務局にご連絡ください。 
 


